
【表紙】   

【提出書類】  有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】  関東財務局長

【提出日】  平成２６年７月１５日

【発行者名】  スパークス・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】  代表取締役社長　阿部 修平

【本店の所在の場所】  東京都品川区東品川二丁目２番４号　天王洲ファーストタワー

【事務連絡者氏名】  田中　美紀子

【電話番号】  ０３－６７１１－９２００

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】

 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】

 5,000億円を上限とします。
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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成２５年１２月２６日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項および半期報告書

提出に伴う、訂正すべき事項がありますので、これらの訂正を行うものです。

 
２．【訂正の内容】

※下線部　　　は訂正部分を示します。

 

第一部【証券情報】

(1)～(4)　略

(5)【申込手数料】

＜訂正前＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.15％※（税抜3.0％）を上限として販売会社

が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

※消費税率が8％になった場合は、3.24％になります。

 

＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が

定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)～(2)　略

(3)【ファンドの仕組み】

①略

②委託会社の概況

＜訂正前＞

ａ．資本金　　25億円（平成25年10月末日現在）

ｂ．略

ｃ．大株主の状況（平成25年10月末日現在）

　　　　図略

 

＜訂正後＞

ａ．資本金　　25億円（平成26年5月末日現在）

ｂ．略

ｃ．大株主の状況（平成26年5月末日現在）

　　　　図略

２【投資方針】

(1)～(2)　略

(3)【運用体制】

＜訂正前＞

①当ファンドでは、平成25年10月末日現在、運用調査本部が運用・調査を担当しており、下記の意思決定

プロセスに基づき、運用を行っております。

②～③　略

④委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

受託会社（再信託受託会社）に対して、ＳＡＳ70（受託業務に関わる内部統制について評価する監査人

の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受け取っ

ており、また必要に応じて運営体制について実査することとしております。
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■スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成25年10月末日現在）

 

＜訂正後＞

①当ファンドでは、平成26年5月末日現在、運用調査本部が運用・調査を担当しており、下記の意思決定

プロセスに基づき、運用を行っております。

②～③　略

④委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

受託会社（再信託受託会社）に対して、受託業務に関わる内部統制について評価する監査人の業務に関

する基準に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受け取っており、また

必要に応じて運営体制について実査することとしております。

■スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成26年5月末日現在）
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３【投資リスク】

中略

＜リスクの管理体制＞

略

図略
 

＜訂正前＞

※上記リスク管理体制は平成25年10月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜訂正後＞

※上記リスク管理体制は平成26年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

＜訂正前＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.15％※（税抜3.0％）を上限として販売会社

が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

※消費税率が8％になった場合は、3.24％になります。

＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が

定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

(2)　略

(3)【信託報酬等】

中略

①信託報酬（約款第42条第1項）

＜訂正前＞

ａ．信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.785％※

（税抜年1.7％）の率を乗じて得た金額とします。

※消費税率が8％になった場合は、年1.836％になります。

ｂ．略

ｃ．信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。※

　　　※消費税率が8％になった場合は、下記の配分も相応分上がります。

純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社

100億円未満の部分 年0.966％
（税抜0.92％）

年0.735％
（税抜0.70％）

年0.084％
（税抜0.08％）

100億円以上
200億円未満の部分

年0.9135％
（税抜0.87％）

年0.7875％
（税抜0.75％）

年0.084％
（税抜0.08％）

200億円以上
300億円未満の部分

年0.861％
（税抜0.82％）

年0.84％
（税抜0.80％）

年0.084％
（税抜0.08％）

300億円以上
500億円未満の部分

年0.8085％
（税抜0.77％）

年0.8925％
（税抜0.85％）

年0.084％
（税抜0.08％）

500億円以上の部分 年0.756％
（税抜0.72％）

年0.945％
（税抜0.90％）

年0.084％
（税抜0.08％）

 

＜訂正後＞

ａ．信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.836％

（税抜年1.7％）の率を乗じて得た金額とします。
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ｂ．略

ｃ．信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。（税抜）

純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社

100億円未満の部分 年0.92％ 年0.70％ 年0.08％

100億円以上
200億円未満の部分

年0.87％ 年0.75％ 年0.08％

200億円以上
300億円未満の部分

年0.82％ 年0.80％ 年0.08％

300億円以上
500億円未満の部分

年0.77％ 年0.85％ 年0.08％

500億円以上の部分 年0.72％ 年0.90％ 年0.08％

 

②実績報酬（約款第43条）

ａ．実績報酬の額は次に掲げる通りとします。

＜訂正前＞

イ．ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」（ハ．参照）を上

回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の１００分の１２．６※（税抜１００分の１

２）部分を実績報酬として計算し、信託財産の費用として計上されます。

※消費税率が8％になった場合は、１２.９６となります。

以下略

＜訂正後＞

イ．ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」（ハ．参照）を上

回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の１００分の１２．９６（税抜１００分の１

２）部分を実績報酬として計算し、信託財産の費用として計上されます。

以下略

 

(4)　略
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(5)【課税上の取扱い】

(5)課税上の取扱いについては、以下の内容に更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

①　個人、法人別の課税について

１）個人の受益者に対する課税

・収益分配金に対する課税

平成49年12月31日までは20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％および地方税５％）とな

ります。平成50年1月1日以降は20％（所得税15％および地方税５％）となる予定です。確定申告に

よる総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

・解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されま

す（特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です）。その税率は、平成49年12月31日までは

20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％および地方税５％）となります。平成50年1月1日

以降は20％（所得税15％および地方税５％）となる予定です。

解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の配当所得（申告分離課税を

選択したものに限ります。）との通算が可能です。

２）法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および

償還時の個別元本超過額について平成49年12月31日までは15.315％（所得税および復興特別所得税

15.315％）となります。平成50年1月1日以降は15％（所得税15％）となる予定です。

②　個別元本について

１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該手数

料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

３）各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別

元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する

場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。

４）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本

払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

③　分配金の課税について

　追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻

金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が分

配金を受取る際、ａ）当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該

受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、ｂ）当該分配金

落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範囲内で、その下回る

部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除

した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、分配金

発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個

別元本となります。

（注）上記は平成26年5月末日現在のものです。

税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（注）少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所

得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできませ
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ん。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条

件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜ご参考＞

・ 税金は表に記載の時期に適用されます。

・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分配時 所得税、及び地方税
配当所得として課税

普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時及び償還時 所得税、及び地方税
譲渡所得として課税

換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※上記は、平成26年5月末日現在のものです。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間
非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定
の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】

運用状況については、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

以下は2014年5月30日現在の状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

(1)【投資状況】

資産の種類 国名
時価合計 投資比率

(円) (％)

株式 日本 4,183,425,900 96.61

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 146,624,277 3.39

合計(純資産総額) 4,330,050,177 100.00

　

 

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】（上位30銘柄）

順

位

国/

地域
種類 銘柄名 業種 数量

上段：簿価単

価（円）

下段：評価単

価（円）

上段：簿価金

額（円）

下段：評価金

額（円）

投資比

率

（％）

1 日本 株式
富士紡ホールディン

グス
繊維製品 750,000

207.74 155,805,653
4.92

284.00 213,000,000

2 日本 株式 藤森工業 化学 55,200
2,557.08 141,150,574

4.12
3,230.00 178,296,000

3 日本 株式 オープンハウス 不動産業 73,100
2,191.72 160,214,885

3.88
2,297.00 167,910,700

4 日本 株式
日鉄住金テックスエ

ンジ
建設業 387,000

368.76 142,709,876
3.85

431.00 166,797,000

5 日本 株式 日本ピストンリング 機械 937,000
181.31 169,891,651

3.81
176.00 164,912,000

6 日本 株式 ＴＯＷＡ 機械 237,800
548.00 130,314,400

3.56
649.00 154,332,200

7 日本 株式 片倉工業 繊維製品 120,800
1,215.00 146,772,000

3.41
1,224.00 147,859,200

8 日本 株式 三菱食品 卸売業 59,600
2,231.36 132,989,198

3.34
2,426.00 144,589,600

9 日本 株式 アーレスティ 非鉄金属 159,000
823.60 130,951,717

3.18
867.00 137,853,000

10 日本 株式 富士石油
石油・石

炭製品
475,300

354.56 168,521,037
3.13

285.00 135,460,500

11 日本 株式 キトー 機械 56,000
1,917.64 107,387,974

3.10
2,394.00 134,064,000

12 日本 株式
日特エンジニアリン

グ
機械 135,300

880.66 119,153,298
2.88

922.00 124,746,600
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13 日本 株式 芝浦メカトロニクス 電気機器 443,000
234.20 103,749,018

2.75
269.00 119,167,000

14 日本 株式 栃木銀行 銀行業 283,000
378.00 106,974,000

2.75
420.00 118,860,000

15 日本 株式 巴工業 機械 73,200
1,656.12 121,228,216

2.71
1,601.00 117,193,200

16 日本 株式 三菱総合研究所
情報・通

信業
49,900

2,141.46 106,859,036
2.67

2,315.00 115,518,500

17 日本 株式 タツタ電線 非鉄金属 188,200
520.13 97,888,457

2.49
572.00 107,650,400

18 日本 株式 エス・エム・エス
サービス

業
38,100

2,067.22 78,761,082
2.26

2,564.00 97,688,400

19 日本 株式 プリマハム 食料品 410,000
199.29 81,710,933

2.22
234.00 95,940,000

20 日本 株式 アネスト岩田 機械 168,000
480.55 80,732,732

2.17
559.00 93,912,000

21 日本 株式 日本電波工業 電気機器 108,400
886.00 96,042,400

2.17
866.00 93,874,400

22 日本 株式 石原産業 化学 1,163,000
90.08 104,761,874

2.15
80.00 93,040,000

23 日本 株式 フルヤ金属
その他製

品
37,300

2,562.65 95,586,664
2.12

2,460.00 91,758,000

24 日本 株式 武蔵野銀行 銀行業 26,000
3,460.00 89,960,000

2.00
3,335.00 86,710,000

25 日本 株式
サンセイランディッ

ク
不動産業 133,000

473.00 62,909,000
1.98

643.00 85,519,000

26 日本 株式
品川リフラクトリー

ズ

ガラス・

土石製品
365,000

213.81 78,041,752
1.83

217.00 79,205,000

27 日本 株式 あさひ 小売業 57,200
1,511.88 86,479,261

1.79
1,357.00 77,620,400

28 日本 株式
宮地エンジニアリン

ググループ
金属製品 393,000

194.59 76,474,545
1.68

185.00 72,705,000

29 日本 株式 太平洋工業
輸送用機

器
94,600

714.20 67,563,620
1.68

768.00 72,652,800

30 日本 株式

デジタル・アドバタ

イジング・コンソー

シアム

サービス

業
168,000

417.55 70,148,558
1.62

418.00 70,224,000

　

 

 

種類別及び業種別投資比率

種類
国内／

外国
業種

投資比率

(％)

株式 国内 機械 18.23

　 　 化学 9.55
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　 　 繊維製品 8.33

　 　 不動産業 5.85

　 　 非鉄金属 5.67

　 　 電気機器 5.64

　 　 銀行業 4.75

　 　 建設業 4.74

　 　 サービス業 4.39

　 　 情報・通信業 4.25

　 　 卸売業 4.21

　 　 その他製品 3.53

　 　 石油・石炭製品 3.13

　 　 食料品 2.22

　 　 輸送用機器 2.10

　 　 金属製品 2.01

　 　 ガラス・土石製品 1.83

　 　 小売業 1.79

　 　 パルプ・紙 1.53

　 　 医薬品 1.51

　 　 鉄鋼 0.72

　 　 保険業 0.64

合計 96.61

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/46



 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期 年月日
純資産総額(円)

(分配落)

純資産総額(円)

(分配付)

1口当たり

純資産額

(円)

(分配落)

1口当たり

純資産額

(円)

(分配付)

1期 (2001年10月15日) 4,206,208,910 4,206,208,910 0.7620 0.7620

2期 (2002年10月15日) 2,853,912,260 2,853,912,260 0.6901 0.6901

3期 (2003年10月15日) 2,789,581,715 3,003,892,528 1.0413 1.1213

4期 (2004年10月15日) 1,917,851,879 1,925,964,574 1.1820 1.1870

5期 (2005年10月17日) 1,749,976,051 1,760,688,285 1.6336 1.6436

6期 (2006年10月16日) 3,807,743,029 3,807,743,029 1.6594 1.6594

7期 (2007年10月15日) 2,742,429,728 2,742,429,728 1.5860 1.5860

8期 (2008年10月15日) 1,064,196,485 1,064,196,485 0.7618 0.7618

9期 (2009年10月15日) 1,332,639,891 1,332,639,891 1.1776 1.1776

10期 (2010年10月15日) 1,078,516,427 1,078,516,427 1.0928 1.0928

11期 (2011年10月17日) 1,317,554,631 1,317,554,631 1.1576 1.1576

12期 (2012年10月15日) 1,266,932,605 1,266,932,605 1.1738 1.1738

13期 (2013年10月15日) 3,994,814,472 4,081,528,291 2.3034 2.3534

　

2013年5月末日 4,249,086,064 ― 　 2.3201 ―　

2013年6月末日 4,143,477,321 ― 　 2.2133 ―　

2013年7月末日 3,692,606,884 ― 　 2.2005 ―　

2013年8月末日 3,751,732,840 ― 　 2.1694 ―　

2013年9月末日 4,038,904,541 ― 　 2.3727 ―　

2013年10月末日 3,773,550,637 ― 　 2.3513 ―　

2013年11月末日 3,725,392,730 ― 　 2.4371 ―　

2013年12月末日 3,503,894,255 ― 　 2.4946 ―　

2014年1月末日 3,561,792,161 ― 　 2.4298 ―　

2014年2月末日 3,795,653,517 ― 　 2.3782 ―　

2014年3月末日 3,833,663,646 ― 　 2.4218 ―　

2014年4月末日 4,000,457,249 ― 　 2.4057 ―　

2014年5月末日 4,330,050,177 ― 　 2.5070 ―　
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②【分配の推移】

期 計算期間
1口当たりの分配金

(円)

1期 自 2000年10月19日 至 2001年10月15日 0.0000

2期 自 2001年10月16日 至 2002年10月15日 0.0000

3期 自 2002年10月16日 至 2003年10月15日 0.0800

4期 自 2003年10月16日 至 2004年10月15日 0.0050

5期 自 2004年10月16日 至 2005年10月17日 0.0100

6期 自 2005年10月18日 至 2006年10月16日 0.0000

7期 自 2006年10月17日 至 2007年10月15日 0.0000

8期 自 2007年10月16日 至 2008年10月15日 0.0000

9期 自 2008年10月16日 至 2009年10月15日 0.0000

10期 自 2009年10月16日 至 2010年10月15日 0.0000

11期 自 2010年10月16日 至 2011年10月17日 0.0000

12期 自 2011年10月18日 至 2012年10月15日 0.0000

13期 自 2012年10月16日 至 2013年10月15日 0.0500

 

③【収益率の推移】

期 計算期間

前期末

1口当たり純資産

(分配落)円

当期末

1口当たり純資産

(分配付)円

収益率

％

1期 自 2000年10月19日 至 2001年10月15日 1.0000 0.7620 △ 23.80

2期 自 2001年10月16日 至 2002年10月15日 0.7620 0.6901 △ 9.44

3期 自 2002年10月16日 至 2003年10月15日 0.6901 1.1213 62.48

4期 自 2003年10月16日 至 2004年10月15日 1.0413 1.1870 13.99

5期 自 2004年10月16日 至 2005年10月17日 1.1820 1.6436 39.05

6期 自 2005年10月18日 至 2006年10月16日 1.6336 1.6594 1.58

7期 自 2006年10月17日 至 2007年10月15日 1.6594 1.5860 △ 4.42

8期 自 2007年10月16日 至 2008年10月15日 1.5860 0.7618 △ 51.97

9期 自 2008年10月16日 至 2009年10月15日 0.7618 1.1776 54.58

10期 自 2009年10月16日 至 2010年10月15日 1.1776 1.0928 △ 7.20

11期 自 2010年10月16日 至 2011年10月17日 1.0928 1.1576 5.93

12期 自 2011年10月18日 至 2012年10月15日 1.1576 1.1738 1.40

13期 自 2012年10月16日 至 2013年10月15日 1.1738 2.3534 100.49

14期(中間期) 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 2.3034 2.3243 0.91

（注）収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の1

口当たり純資産額（分配落の額。以下「前期末純資産額」という。）を控除した額を前期末純資産額で除し

て得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。
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（４）【設定及び解約の実績】

期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口)

1期 自 2000年10月19日 至 2001年10月15日 13,820,144,813 8,299,875,852

2期 自 2001年10月16日 至 2002年10月15日 66,768,717 1,451,687,537

3期 自 2002年10月16日 至 2003年10月15日 27,598,727 1,484,063,694

4期 自 2003年10月16日 至 2004年10月15日 24,137,132 1,080,483,246

5期 自 2004年10月16日 至 2005年10月17日 42,464,663 593,780,230

6期 自 2005年10月18日 至 2006年10月16日 1,524,456,067 301,034,818

7期 自 2006年10月17日 至 2007年10月15日 472,787,986 1,038,323,027

8期 自 2007年10月16日 至 2008年10月15日 9,731,688 341,904,191

9期 自 2008年10月16日 至 2009年10月15日 13,347,611 278,587,329

10期 自 2009年10月16日 至 2010年10月15日 46,486,395 191,258,652

11期 自 2010年10月16日 至 2011年10月17日 414,196,487 262,932,941

12期 自 2011年10月18日 至 2012年10月15日 80,477,616 139,309,200

13期 自 2012年10月16日 至 2013年10月15日 1,796,351,681 1,141,432,485

14期(中間期) 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 753,827,805 842,674,872

（注1）本邦外における設定および解約の実績はありません。

（注2）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

   次へ
 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14/46



（参考情報）

運用実績
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)～(4)　略

(5) 購入時手数料

　＜訂正前＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.15％※（税抜3.0％）を上限として販売

会社が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

※消費税率が8％になった場合は、3.24％になります。

以下略

　＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会

社が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資には手数料はかかりません。

以下略

 

第３【ファンドの経理状況】

原届出書　第３ファンド経理状況　１財務諸表については、以下の中間財務諸表が追加されます。

＜更新・追加後＞

１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和５

２年大蔵省令第３８号）並びに同規則第３８条の３及び第５７条の２の規定により、「投資信託財産の

計算に関する規則」（平成１２年総理府令第１３３号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に

基づいて作成しております。

 

２）　中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

３）　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づいて、第１４期中間計算期間（平

成２５年１０月１６日から平成２６年４月１５日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査

法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和３２年大蔵省令第１２号）第３条第１項

に基づく中間監査を受けております。
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中間財務諸表
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第14期中間計算期間末
(平成26年4月15日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 203,972,215

株式 3,671,337,100

未収入金 －

未収配当金 41,920,800

未収利息 167

流動資産合計 3,917,230,282

資産合計 3,917,230,282

負債の部

流動負債

未払金 42,170,659

未払収益分配金 －

未払解約金 13,802,970

未払受託者報酬 1,543,995

未払委託者報酬 33,386,523

その他未払費用 1,828,294

流動負債合計 92,732,441

負債合計 92,732,441

純資産の部

元本等

元本
※1 1,645,429,314

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,179,068,527

（分配準備積立金） 388,176,446

元本等合計 3,824,497,841

純資産合計 3,824,497,841

負債純資産合計 3,917,230,282
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（2）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第14期中間計算期間
自　平成25年10月16日
至　平成26年4月15日

営業収益

受取配当金 45,166,400

受取利息 26,686

有価証券売買等損益 36,224,635

その他収益 1,713

営業収益合計 81,419,434

営業費用

受託者報酬 1,543,995

委託者報酬 33,386,523

その他費用 1,828,294

営業費用合計 36,758,812

営業利益 44,660,622

経常利益 44,660,622

中間純利益 44,660,622

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

66,515,828

期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,260,538,091

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,043,950,167

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

1,043,950,167

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,103,564,525

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

1,103,564,525

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,179,068,527
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（3）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第14期中間計算期間

自　平成25年10月16日

至　平成26年4月15日

1．有価証券の評
価基準及び評価
方法

「株式」

　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについて
は、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。

2．収益及び費用
の計上基準

(1)「受取配当金」

　受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち
日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額も
しくは予想収益分配金額を計上しております。

(2)「有価証券売買等損益」

約定日基準で計上しております。

 

 

（中間貸借対照表に関する注記）　　

区分
第13期計算期間末 第14期中間計算期間末

(平成25年10月15日現在) (平成26年4月15日現在)

※1 中間計算期間末日における受
益権の総数

1,734,276,381口 1,645,429,314口

2 1口当たり純資産額 2.3034円 2.3243円

　 （1万口当たり純資産額） (23,034円) (23,243円)

 

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第13期中間計算期間 第14期中間計算期間

自　平成24年10月16日 自　平成25年10月16日

至　平成25年4月15日 至　平成26年4月15日

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

 金融商品の時価等に関する事項

区分

第14期中間計算期間

自　平成25年10月16日

至　平成26年4月15日

1．貸借対照表計上額、
時価及びその差額

当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評価
しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりませ
ん。

2．時価の算定方法 ①有価証券

　有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算
定方法については、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。

　 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　 　上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評
価しております。

 

 

（その他の注記）

1．元本の移動

区分

第13期計算期間 第14期中間計算期間

自　平成24年10月16日 自　平成25年10月16日

至　平成25年10月15日 至　平成26年4月15日

期首元本額 1,079,357,185円 1,734,276,381円

期中追加設定元本額 1,796,351,681円 753,827,805円

期中一部解約元本額 1,141,432,485円 842,674,872円

 

2．デリバティブ取引関係

第13期計算期間 第14期中間計算期間

自　平成24年10月16日 自　平成25年10月16日

至　平成25年10月15日 至　平成26年4月15日

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

２ ファンドの現況については、以下の内容に更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

（平成26年5月30日現在）

Ⅰ　資産総額 4,414,812,634 円

Ⅱ　負債総額 84,762,457 円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 4,330,050,177 円

Ⅳ　発行済口数 1,727,157,584 口

Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 2.5070 円
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第三部【委託会社等の情報】
 

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 １委託会社等の概況については以下の内容に、更新・訂

正されます。

＜更新・訂正後＞

(1) 資本金の額（平成26年5月末日現在）

資本金　　　　　　　　　25億円

発行可能株式総数　　　50,000株

発行済株式総数　　　　50,000株

最近5年間における資本金の額の増減

             該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構（平成26年5月末日現在）

①　略

②　運用体制

中略

＜追加的記載事項＞

 

２【事業の内容及び営業の概況】

第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ２ 事業の内容及び営業の概況については以下の内容に、

更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

金融商品取引法に定める金融商品取引業者として営業を行っております。

（関東財務局長（金商）第346号）

（1）　略

（2）投資信託委託業

平成18年8月投資信託委託業の認可取得。平成12年3月に証券投資信託委託業の認可を取得したスパー

クス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グループ株式会社）の事業を平成18年10

月1日に承継し、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として営業を行っております。

委託者の運用する証券投資信託は平成26年5月30日現在の次の通りです。

（ただし、親投資信託を除きます。）

種類 本数 純資産総額（億円）

追加型株式投資信託 25 657
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追加型証券投資信託 3 74

合計 28 731

 

（3）　略
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３【委託会社等の経理状況】

原届出書 第三部委託会社等の情報 ３ 委託会社等の経理状況は、以下の財務諸表に更新されます。

 

＜更新後＞

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報に

ついては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成

24年９月21日内閣府令第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。

 

２．監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（平成25年４月１日

から平成26年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けておりま

す。
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(1)【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

（資産の部）     

　流動資産     

　　現金・預金  2,374  4,585

　　預託金  500  500

　　未収委託者報酬  130  221

　　未収投資顧問料  279  383

　　前払費用  26  25

　　未収収益  24  27

　　未収入金  3  3

　　貸倒引当金  △0  -

　　その他  5  1

　　流動資産合計  3,342  5,749

　固定資産     

　　有形固定資産     

　　　建物 ※２ 77 ※２ 67

　　　工具、器具及び備品 ※２ 17 ※２ 58

　　　有形固定資産合計  94  126

　　無形固定資産     

　　　ソフトウェア  4  8

　　　無形固定資産合計  4  8

　　投資その他の資産     

　　　差入保証金  27  27

　　　長期前払費用  -  5

　　　投資その他の資産合計  27  32

　　固定資産合計  127  167

　資産合計  3,469  5,916

（負債の部）     

　流動負債     

　　預り金  11  123

　　未払手数料  38  47

　　その他未払金 ※３ 323 ※３ 856

　　未払法人税等  30  304

　　未払消費税等  -  64

　　前受金  194  237

　　流動負債合計  598  1,633

　固定負債     

　　資産除去債務  37  37

　　繰延税金負債  12  11

　　固定負債合計  49  48

 特別法上の準備金     

　　金融商品取引責任準備金 ※１ 0 ※１ 0

　　特別法上の準備金合計  0  0

　負債合計  647  1,681
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（純資産の部）     

　株主資本     

　　資本金  2,500  2,500

　　資本剰余金     

　　　資本準備金  104  27

　　　その他資本剰余金  499  19

　　　資本剰余金合計  603  47

　　利益剰余金     

　　　利益準備金  145  -

　　　その他利益剰余金     

　　　　繰越利益剰余金  △426  1,688

　　　利益剰余金合計  △281  1,688

　　株主資本合計  2,822  4,235

　純資産合計  2,822  4,235

負債純資産合計  3,469  5,916
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(2)【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当事業年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

営業収益     

　委託者報酬  593  1,970

　投資顧問料収入  1,015  2,519

　受入手数料  559  443

　その他営業収益  4  4

　営業収益計  2,172  4,937

営業費用     

　支払手数料  250  274

　広告宣伝費  2  33

　調査費  149  147

　委託計算費  23  16

　営業雑経費     

　　通信費  14  13

　　印刷費  2  3

　　協会費  5  6

　　諸会費  1  2

　　その他  2  2

　営業費用計  453  500

一般管理費     

　給料  666  942

　　役員報酬  67  70

　　給料・手当  534  549

　　賞与  65  322

　旅費交通費  53  98

　事務委託費 ※１ 308 ※１ 306

　業務委託費  237  254

　不動産賃借料  83  66

　租税公課  15  27

　固定資産減価償却費  22  31

　交際費  6  13

　諸経費  49  82

　一般管理費計  1,444  1,823

営業利益又は営業損失（△）  275  2,612

営業外収益     

　受取利息  0  0

　為替差益  62  35

　雑収入  2  0

　営業外収益計  65  37

営業外費用     

　雑損失  5  0

　営業外費用計  5  0

経常利益又は経常損失（△）  334  2,648
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）  334  2,648

法人税、住民税及び事業税  113  961

法人税等調整額  12  △1

法人税等合計  125  960

当期純利益又は当期純損失（△）  209  1,688
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(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

（単位：百万円）

 株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 104 499 603 145 △636 △490 2,613 2,613

当期変動額          

当期純利益 － － － － － 209 209 209 209

株主資本以外の項目

の当期変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

当期変動額合計 － － － － － 209 209 209 209

当期末残高 2,500 104 499 603 145 △426 △281 2,822 2,822

 

当事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

（単位：百万円）

 株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 104 499 603 145 △426 △281 2,822 2,822

当期変動額          

資本準備金の取崩 － △104 104 － － －　 －　 － －

その他資本剰余金か
ら繰越利益剰余金へ
振替

－ － △281 △281 － 281 281 － －

利益準備金の取崩 － － － － △145 145 － － －

剰余金の配当 － － △275 △275 － － － △275 △275

配当に伴う資本準備
金積立額

－ 27 △27 － － －　 －　 － －

当期純利益 － － － － － 1,688 1,688 1,688 1,688

株主資本以外の項目

の当期変動額（純
額）

－ － － － － － － － －

当期変動額合計 － △77 △479 △556 △145 2,115 1,969 1,413 1,413

当期末残高 2,500 27 19 47 － 1,688 1,688 4,235 4,235
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重要な会計方針

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券　

時価のあるもの

 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平

均法により算定しております。）

時価のないもの 総平均法に基づく原価法

 
２. 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法）
を採用しております。

　　　　　　なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
　　　　　　建物　　　　　　　　　　　８年～18年
　　　　　　工具、器具及び備品　　　　４年～20年

② 　無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（２年～５年）に基づく定額法を採
用しております。

 
３. 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

 
４. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

②  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③  連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

30/46



注記事項

（貸借対照表関係）

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)
※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。
　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５

 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
は、次のとおりであります。

　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５

 
※２．有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　建　物　　　　　　　　9百万円
　　　　　　　　　　工具、器具及び備品　　6百万円
　

※２．有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　建　物　　　　　　　 19百万円

　工具、器具及び備品 　24百万円

※３．関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 159百万円

　

※３．関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 729百万円

　 　

 

（損益計算書関係）

 
前事業年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当事業年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

※１．関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 233百万円

※１．関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 250百万円

　
　 　

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月17日
定時株主総会

普通株式 275 資本剰余金 5,500 平成25年３月31日 平成25年７月14日

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日
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平成25年６月17日
定時株主総会

普通株式 275 資本剰余金 5,500 平成25年３月31日 平成25年７月14日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成26年３月31日 平成26年６月26日

 

（リース取引関係）

　前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

　　　該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー

等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運

用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用で

あることから、極めて限定的であると判断しております。

また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営

業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利

用してヘッジする予定にしております。

有価証券及び投資有価証券は、主にシードマネーとしてのファンド等時価のある有価証券であり、市場価

格の変動リスクに晒されておりますが、「自己資金運用規程」に基づき、毎月時価を把握し、取締役会に報

告しております。

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成25年３月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金・預金 2,374 2,374 －

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

32/46



(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 130 130 －

(４) 未収投資顧問料 279 279 －

(５) 未収収益 24   

　　　貸倒引当金 (*１) △0   

 23 23 －

資産計 3,307 3,307 －

(１) 未払手数料 38 38 －

(２) その他未払金 323 323 －

負債計 361 361 －

 

(*１) 未収収益に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負 債

(１) 未払手数料、（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金・預金 2,374 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 130 － － －

未収投資顧問料 279 － － －

未収収益 24 － － －

合計 3,308 － － －

 

当事業年度（平成26年３月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金・預金 4,585 4,585 －

(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 221 221 －

(４) 未収投資顧問料 383 383 －

(５) 未収収益 27 27 －

資産計 5,718 5,718 －

(１) 未払手数料 47 47 －

(２) その他未払金 856 856 －
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負債計 903 903 －

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負 債

(１) 未払手数料、（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金・預金 4,585 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 221 － － －

未収投資顧問料 383 － － －

未収収益 27 － － －

合計 5,718 － － －

 

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
 

当事業年度
（平成26年３月31日）

繰延税金資産 　 　
　繰越欠損金 250百万円 145百万円
　資産除去債務 13  13
　未払事業税 －  67
　未確定債務否認 5  10
　金融商品取引責任準備金 0  0
　その他の税務調整項目 29  －

　繰延税金資産小計 298  237
　評価性引当額　 △298  △237

繰延税金資産合計 　　  －  　　  －

繰延税金負債    
資産除去債務に対応する資産計上額 12  11

繰延税金負債合計 12  11

繰延税金負債の純額 12  11
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、記載を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（平成26年法律第10号）」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４

月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年４

月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

する法定実効税率は、従来の38.01％から35.64％に変更されます。

　なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負

債を再計算した場合の影響は軽微であります。

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

前事業年度末（平成25年３月31日）

重要性がないため、記載を省略しております。

当事業年度末（平成26年３月31日）

重要性がないため、記載を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）
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該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

　前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

［関連情報］

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１ サービスごとの情報

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計

1,109 519 264 264 14 2,172

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

A社（注） 411 投信投資顧問業

B社（注） 264 投信投資顧問業

SPARX Overseas Ltd. 264 投信投資顧問業

（注）A社及びB社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１ サービスごとの情報

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計
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2,512 801 1,306 290 27 4,937

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

SPARX Overseas Ltd. 1,306 投信投資顧問業

A社（注） 580 投信投資顧問業

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　該当事項はありません。

 

［関連当事者情報］

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１） 財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)
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親会社

スパーク

ス ・ グ

ループ株

式会社

東京都
品川区

12,456
純粋持株

会社

（被所有）

直接100

グ ル ー プ

管理会社

業務委託

（注１）
233 未払金 68

運用報酬

等の受取

（注１）

5
未収投資顧

問料
6

金銭貸付

（注2）
400 － －

金銭貸付

の返済

（注2）

400 － －

利息の

受取

（注2）

0 － －

連結納税

による個

別帰属額

89 未払金 89

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）金銭貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（注３）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(千米

 ドル)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の
親会社
をもつ
会社

SPARX

Overseas

Ltd.

バ
ミュー
ダ諸島

1,562 資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
213

未収投資

顧問料
41

販売会社
手数料の受取
（注１）

46 未収収益 10

SPARX Asia

Capital

Management

Limited

ケイマ
ン諸島

5,535 資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
3

未収投資

顧問料
1

販売会社
手数料の受取
（注１）

2 未収収益 0

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。

 

２　親会社に関する注記

　親会社情報

　　スパークス・グループ株式会社（株式会社大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場）

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)
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親会社

スパーク

ス ・ グ

ループ株

式会社

東京都
品川区

12,492
純粋持株

会社

（被所有）

直接100

グ ル ー プ

管理会社

業務委託

（注１）
250 未払金 53

運用報酬

等の受取

（注１）

104
未収投資

顧問料
18

配当金の

支払
275 － －

連結納税

による個

別帰属額

675 未払金 675

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(千米

 ドル)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の
親会社
をもつ
会社

SPARX

Overseas

Ltd.

バ
ミュー
ダ諸島

1,562 資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
1,263

未収投資

顧問料
72

販売会社
手数料の受取
（注１）

38 未収収益 8

SPARX Asia

Capital

Management

Limited

ケイマ
ン諸島

21,501 資産運用業 なし
海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
9

未収投資

顧問料
1

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。

 

２　親会社に関する注記

　親会社情報

　　スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場）
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（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

(自　平成24年４月１日 (自　平成25年４月１日

　至　平成25年３月31日) 　至　平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 56,446円17銭 １株当たり純資産額 84,709円17銭

１株当たり当期純利益金額 4,184円84銭 １株当たり当期純利益金額 33,763円00銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度末

(平成25年３月31日)
当事業年度末

(平成26年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 2,822 4,235

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 2,822 4,235

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

50,000 50,000

 

（注）２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

当事業年度
(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当期純利益（百万円） 209 1,688

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 209 1,688

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000 50,000

 

（重要な後発事象）

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

　　　　該当事項はありません。
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４　略

５【その他】

＜訂正前＞

　　平成25年6月17日開催の定時株主総会にて、定時株主総会の招集時期を「毎年6月」から「毎事業年度

末日の翌日から3ケ月以内」とする旨の定款の一部変更決議を行っております。

＜訂正後＞

該当事項はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及び事業の内容 については

以下の内容に、更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

①受託会社

名称　　　　三井住友信託銀行株式会社

資本金の額　3,420億円（平成26年5月末日現在）

事業の内容　銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営

法）に基づき、信託業を営んでいます。

 

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　　510億円（平成26年5月末日現在）

事業の内容　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき、信託業を営んでいます。

再信託の目的　　原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信

託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信

託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

②販売会社

　名称
資本金の額

(平成26年5月末日現在)
事業の内容

三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社

405億円
金融商品取引法に基づき、第一種金融
商品取引業を営んでいます。

シティバンク銀行株式会社 1,231億円

銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融商品取引法に基づく登録を受
けて、証券投資信託の取扱いを行って
います。

株式会社三井住友銀行 17,709億円

銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融商品取引法に基づく登録を受
けて、証券投資信託の取扱いを行って
います。

株式会社ＳＢＩ証券 479億円
金融商品取引法に基づき、第一種金融
商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社 74億円
金融商品取引法に基づき、第一種金融
商品取引業を営んでいます。

三井住友信託銀行株式会社 3,420億円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに
金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき、信託業を営
んでいます。
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カブドットコム証券株式会社 71億円
金融商品取引法に基づき、第一種金融
商品取引業を営んでいます。

エイチ・エス証券 30億円
金融商品取引法に基づき、第一種金融
商品取引業を営んでいます。

マネックス証券 122億円
金融商品取引法に基づき、第一種金融
商品取引業を営んでいます。

 

２～３　略
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第３【その他】

第三部 委託会社等の情報 第３ その他 については以下の内容に、更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

（1）～（2）　略

（3）当社は、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

以下の内容を交付目論見書裏表紙および請求目論見書　第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等

の概況　１委託会社等の概況に記載します。

（4）当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

以下の内容を交付目論見書表紙および請求目論見書表紙に記載します。

（5）交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

（6）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成２６年５月３０日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

  

 新日本有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　森重 俊寛

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　伊藤 雅人

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているスパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの平成２
５年１０月１６日から平成２６年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
 
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠して、スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの平成２６年４月１
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２５年１０月１６日から平
成２６年４月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

利害関係
　スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。

 
 
   委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書

平成２６年６月２５日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 森　重　　俊　寛

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊　藤　　雅　人

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２６年３月３１日現在
の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上
 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
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